
当医院は、以下の施設基準に適合している旨、

厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。

1基本診療料の施設基準等に係る事項

機能強化加算

外来感染対策向上加算

連携強化加算

時間外対応加算3

2 .特掲診療科の施設基準に係る事項

在宅支援診療所2

在宅時医学総合管理料1

小児かかりつけ診療所1

小児食物アレルギー負荷検査

医療DX推進体制整備加算

在宅医療DX情報活用加算

呼吸器リハビリテーション料1

外来．在宅ベースアップ°評価料1

3.保険外に関する事項

呼吸器リハビリテーション料1

（規定回数超）

1750円

おがた小児科内科医院
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